
令和５年度京都府教育委員会・京都市教育委員会免許法認定講習実施要項 

 

１ 目的 

教育職員免許法に基づき、①相当免許状（幼稚園、小学校、中学校教諭及び
養護教諭）が２種免許状である者が１種免許状を取得するため、②基礎免許状
（幼稚園、小学校、中学校及び高等学校教諭）を有する教育職員が特別支援学
校教諭の２種免許状を取得するため、③特別支援学校教諭２種免許状を有する
教育職員が特別支援学校教諭１種免許状を取得するため、並びに④学校に勤務
する栄養職員が栄養教諭１種又は２種免許状を取得するために必要な教職に関
する科目の単位を修得させることにより教育職員の資質の向上を図ることを目
的とする。 

 

２ 主催 

京都府教育委員会・京都市教育委員会 

 

３ 開講期間、開講科目等  

    別紙１のとおり 

 

４ 会場 

  京都教育大学（京都市伏見区深草藤森町１） 
京染会館（京都市中京区西洞院通上る蟷螂山町 481） 

  〔注〕会場は受講者の駐車は認められないため、車での来場は禁止する。 

 

５ 受講資格 

(1)  幼稚園、小学校若しくは中学校教諭又は養護教諭の１種免許状を取得する
場合 

   ア  ２種免許状を有し、当該免許状を使用して幼稚園、小学校、中学校又は
義務教育学校（特別支援学校の幼稚部、小学部及び中学部を含む。）に勤
務する教育職員 

  イ 養護教諭２種免許状を有し、当該免許状を使用して学校に勤務する者 
 (2)  特別支援学校教諭２種免許状を取得する場合 
      幼稚園、小学校、中学校又は高等学校のいずれかの教諭の普通免許状を有

し、現に学校（園）に勤務する教育職員 
 (3)  特別支援学校教諭１種免許状を取得する場合 

特別支援学校教諭２種免許状を有し、特別支援学校に勤務する教育職員 
 (4) 栄養教諭１種又は２種免許状を取得する場合 
   学校に勤務する栄養職員 

  

６ 受講料 

    徴収しない。ただし、受講に要するテキスト代及び教材費等は受講者の負担 

とする。 

 

 



７ 単位の認定 

    １科目１単位とし、受講科目の全開講日に出席し、試験等による成績審査に 

合格した者に対して授与する。 

 

８ 受講申込み 

    受講申込手続、受講決定等は、別紙２のとおり 

 

９ その他 

 (1) 各講座とも申込者数が 10 名に満たない場合は担当講師と協議の上、講座を 

  廃止する場合がある。 

 (2) 講習当日の気象状況等により、円滑な運営が困難と見込まれる時は、当日 

  急遽、講習を中止する場合がある。また、開講期間の内、１日でも中止とな 

  った場合は単位を授与することはできない。 

 (3) 特別支援教育に関する講座については、５受講資格 (2)を優先に受講を許 

  可する。また、その中でも特別支援学校の教員、小中学校の特別支援学級担 

  任の教員及び通級指導担当教員を優先に受講を許可する。 

 (4) 旧法（平成 28 年改正前の法）により開講していた平成 30 年度以前の認定

講習で修得した科目の単位は、新法（平成 28 年改正後の法）の相当する科目

の単位に読み替えることが可能である。ただし、読み替え後の新法科目によ

り単位修得を完成させるためには、それらの科目が新法の修得方法に適合し

ていなければならない。  


